
１ 規則等の案の題名 

  静岡市法定外公共物管理条例施行規則の一部改正について（案） 

 

２ 規則等を定める根拠となる法令の条項 

  静岡市法定外公共物管理条例(平成15年条例第252号)第17条 

 

３ 改正の趣旨 

  寄附受入れ及び用途廃止手続きにあたっては、施行規則（静岡市法定外公共物管理条例施

行規則）に規定されている法定外公共物寄附申込書・用途廃止要望書の様式に記載されてい

る添付書類のほか、必要に応じて書類の添付を求めていますが、事実確認に必要な書類の見

直しを行ったところ、添付書類を変更する必要が生じたため、様式を改正します。 

 

４ 規則等の案の内容（改正の内容） 

法定外公共物寄附申込書（様式第21号・第12条関係） 

法定外公共物登記完了通知書（様式第22号・第12条関係） 

法定外公共物用途変更要望書（様式第23号・第13条関係） 

法定外公共物用途廃止要望書（様式第24号・第14条関係) 

法定外公共物用途廃止通知書（様式第25号・第14条関係) 

各書式の添付書類の修正及び所要の改正を行う。 

 

５ 規則等を施行する時期（予定） 

  令和６年２月 

規則等の案の概要 


